
「
北
欧
会
議
」

の
形
成
過
程

一
九
五
二
年
「
コ
ベ
ン
ハ

l
ゲ
ン
北
欧
外
相
会
議
」
に
お
け
る
「
北
欧
会
議
」
設
立
交
渉
を
中
心
に

て
は
じ
め
に

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
欧
州
経
済
協
力
機
構
(
C
?

官
ヨ
窓
口

s
r『

E
B官
言
明
n
c
E
o
s
-
n
p
γ
告
白
星
百
三
」
や
「
欧
州
審

議
会
宵
0
5
2
}
え岡山
R
8
0
)
」
、
ま
た
は
シ
ュ

i
マ
ン
・
プ
ラ
ン
(
印
nyta

ss-u-g)
に
基
づ
い
た
「
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体

(
E
8官
包
向
。
色

白=a
∞同町立

P
S
E
E
S
-
開
。
∞
【
り
と
と
い
っ
た
、
様
ん
?
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
問
の
協
力
が
具
現
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
イ

ア
諸
国
で
は
、
先
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
様
キ
な
協
力
に
参
加
し

な
が
ら
、
同
時
並
行
的
に
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
イ
ア
諸
国
に
よ
る
協
力
を

模
索
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諮
問
に
よ
る
協
力

を
具
現
化
し
た
の
が
「
北
欧
会
議

5
2
5三
宮
宮
門
即
応
)
」
で
あ
っ
た
。

古

谷

行

イ変

本
稿
の
段
的
は
、
「
北
欧
会
議
」
の
形
成
過
程
、
具
体
的
に
は
晶
九

五
二
年
三
月
十
五
日
か
ら
十
六
日
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
首
都
コ
ベ
ン
ハ

l

ゲ
ン
で
開
催
さ
れ
た
「
コ
ベ
ン
ハ

1
ゲ
ン
北
欧
外
相
会
議

(
0
2

5
墨田

f
E
Z
3
5
2
3喜
二
号
ロ
z
i」
の
中
で
議
論
さ
れ

た
「
北
欧
会
議
」
の
設
立
交
捗
を
、
一
次
史
料
を
中
心
に
分
析
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
設
立
交
渉
で
主
役
と
な
る
デ
ン
マ
ー
ク
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
議
論
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
一
一
一
カ
悶
の

問
で
何
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
最
終
的
に
「
北

欧
会
議
」
の
形
成
が
合
意
に
透
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
「
北
欧
会
議
」
が
な
ぜ
当
時
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国

で
受
け
入
れ
ら
れ
、
ま
た
な
ぜ
「
北
欧
会
議
」
の
形
成
と
い
う
選
択
を

行
っ
た
の
か
、
と
い
う
要
因
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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一
一
、
「
北
欧
会
議
」
構
想
の
展
開

「
北
欧
会
議
」
は
一
九
五
一
年
八
月
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催

さ
れ
た
「
北
欧
議
員
関
連
合

(
z
o
a
u
r
Eュ5
5
2
S
5
r
g仏
)
」
の
場

で
、
デ
ン
マ
ー
ク
社
会
民
主
党
の
ハ
ン
ス
・
へ

i
ズ
ド
フ
ト
(
出
阻
ま

z
a
s
p
)
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
彼
は
社
会
民
主
党
が

前
年
の
選
挙
で
敗
北
し
た
た
め
に
、
野
党
の
一
議
員
と
い
う
立
場
か
ら

そ
れ
を
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
イ
ア
諸
国

の
協
力
を
通
じ
て
、
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
が
印
刷
内
政
策
の
協
働

を
行
わ
な
い
限
り
、
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
は
そ
の
外
交
政
策
を

諸
外
国
に
効
果
的
に
行
使
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
ス
カ

ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諮
問
の
協
働
で
決
め
ら
れ
た
提
案
は
、
各
加
版
図
の

議
会
に
送
付
さ
れ
、
各
加
盟
聞
の
承
認
に
よ
っ
て
共
通
の
ス
カ
ン
デ
イ

ナ
ヴ
ィ
ア
外
交
政
策
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
彼
の
協
力
構
想
は
、
政
府
に
よ
る
.
方
的
な
外
交
政
策
の
立
案
を

排
除
し
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
議
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
共
通
の
ス
カ

ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
外
交
政
策
を
樹
史
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
構
想
は
、
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
議
会
を
中
心
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
各
国
の
議
員
代
表
か
ら
成
立
す
る
協
力
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
協
力
に
は
加
盟
国
の
首
相
や
外
相
な
ど
の

政
府
関
係
者
が
参
加
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

一
八

O

へ
i
ズ
ト
フ
ト
が
議
会
を
中
心
に
、
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
イ
ア
諮
問
の

協
力
を
模
索
し
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
経
験
が
大
き
な
影
響

を
与
え
た
と
推
察
さ
れ
る
。
当
時
ナ
チ
ス
政
権
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
イ

ア
に
お
け
る
軍
事
的
優
位
を
確
保
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
ノ
ル
ウ

ェ
ー
支
配
を
重
点
に
置
き
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
そ
の
中
継
地
点
と
し
て
し

か
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
ナ
チ
ス
政
権
は
、
た
と
え
ド
イ

ツ
が
デ
ン
マ
ー
ク
を
点
綴
し
た
と
し
て
も
そ
の
内
政
に
は
関
与
し
な
い

と
通
告
し
た
の
で
あ
っ
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
ス
タ
ウ
ニ
ン
グ

2
Z
2
1

S
E
∞ggsm)
政
権
は
、
ド
イ
ツ
の
通
告
を
受
け
、
最
終
的
に
ド
イ

ツ
と
の
交
戦
を
避
け
る
と
い
う
理
由
か
ら
降
伏
と
い
う
選
択
を
行
っ

た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
の
占
領
を
受
け
な
が
ら
、
既
存
の
政
府
や
行
政

が
存
続
す
る
と
い
う
「
交
渉
政
策
(
号
号
き
監
呂
田
司
c
z
z
r
r
gこ
が

暫

時
展
開
さ
れ
た
。
だ
が
こ
の
政
策
は
ド
イ
ツ
が
デ
ン
マ
ー
ク
に
憲
政
を

敷
い
た
こ
と
で
終
蒋
し
、
そ
の
後
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
が
国
内
に
広
が

っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
戦
時
中
の
行
政
府
に
よ
る
外
交
判
断
は
、
必

ず
し
も
デ
ン
マ
ー
ク
に
と
っ
て
望
ま
し
い
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
験
を
踏
ま
え
て
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
議
会
が
中
心
と

な
っ
て
政
府
の
外
交
政
策
を
監
視
し
、
外
交
政
策
に
国
民
の
意
思
を
反

映
さ
せ
よ
う
と
い
う
思
想
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
敷
桁

し
た
も
の
が
「
北
欧
会
議
」
構
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
ヘ

1
ズ
ド
フ

ト
は
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
イ
ア
諸
国
の
議
会
を
中
心
と
し
た
「
北
欧
会
議
」

構
想
を
提
案
し
、
そ
の
構
想
に
加
盟
悶
の
首
相
や
外
相
な
ど
の
政
府
関



係
者
を
除
外
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
北
欧
議
員
関
連
合
」
で
ヘ

l
ズ
ト
フ
ト
が
自
ら
の
構
想
を
提
案
し

た
と
き
、
彼
の
構
想
に
反
対
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
懐
疑
的
な
反

応
を
示
す
者
が
お
り
、
そ
の
た
め
こ
の
議
員
関
連
合
で
は
「
北
欧
会
議
」

の
設
置
に
関
す
る
決
議
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
決
議
は
見
送
ら
れ
た
も

の
の
、
基
本
的
な
「
北
欧
会
議
構
想
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
受
け
入
れ
ら

れ
、
議
員
関
連
合
は
「
北
欧
会
議
規
則
(
回
E
E
F円
己

2
5三
宮
宮
『
蕊
)
」

の
起
草
委
員
会
を
任
命
し
た
。
へ
!
ズ
ド
フ
ト
の
「
北
欧
会
議
」
構
想

の
コ
ン
セ
プ
ト
が
基
本
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
状
況
が
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
イ
ア

諸
国
は
第
二
次
世
界
後
O
E
E
C
や
「
欧
州
審
議
会
」
と
い
っ
た
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
協
力
に
関
与
す
る
一
方
で
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア

独
自
の
協
力
を
も
模
索
し
て
い
た
c

だ
が
、
一
九
五

O
年
以
降
に
な
る

と
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
超
国
家
主
義
的
な
統
合
か
、
イ
ギ
リ
ス
・

ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
イ
ア
諮
問
を
中
心
と
す
る
政
府
間
主
義
的
な
統
合
か

と
い
う
協
力
形
態
の
方
向
性
の
違
い
か
ら
、
O
E
E
C
や
「
欧
州
審
議

会
」
は
徐
々
に
そ
の
重
要
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス

を
中
心
と
す
る
大
陸
諸
国
が
E
C
S
C
の
結
成
に
向
け
て
動
き
出
し

た
っ
こ
の
時
期
、
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
イ
ア
諸
国
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
提
案

し
た
経
済
協
力
構
想
や
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
提
案
し
た
「
ス
カ
ン
デ
イ

ナ
ヴ
ィ
ア
中
立
問
盟
(
∞
E
E
Z
陪
三
共
同
。
お
〈
情
的
沙
号
=
昌
弘
)
」
構
想
が
浮

上
す
る
も
、
各
国
の
合
意
を
符
る
こ
と
が
で
き
ず
頓
挫
し
て
い
た
。
吏

「
北
歓
会
議
」
の
形
成
過
程
(
古
谷
)

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
協
力
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
遠
い
か
ら
大
陸
諸

国
と
の
足
並
み
が
乱
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諮
問
の
協
力
か
ら
遠
ざ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諮
問
に
と
っ
て
、
こ
う

し
た
状
況
は
、
各
国
が
単
独
で
外
交
政
策
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
困
難

に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
期
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
を

中
心
と
す
る
超
国
家
主
義
的
な
統
合
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
に
よ
る

協
力
の
主
要
な
コ
ン
セ
プ
ト
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
状
況
が
、
基
本
的
に
「
北
欧
会
議
構
想
」

の
コ
ン
セ
プ
ト
を
各
国
に
受
け
入
れ
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク

政
府
も
野
党
議
員
の
提
案
で
あ
る
そ
の
構
想
に
理
解
を
示
し
た
の
で
あ

っ
た
】起

草
委
員
会
が
「
北
欧
会
議
規
則
案
」
の
作
成
に
取
り
掛
か
る
中
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
ソ
連
側
に
配
慮
し
て
「
北
欧
会
議
」
構
想
か
ら
撤
退

を
表
明
し
た
。
だ
が
最
終
的
に
起
草
委
員
会
は
ト
一
一
一
条
か
ら
な
る
「
北

欧
会
議
規
制
別
案
」
を
各
国
に
通
知
す
る
こ
と
と
な
っ
た
c

そ
の
特
徴
は

加
盟
国
各
国
の
議
員
代
表
の
他
に
、
片
付
抑
制
や
外
相
、
場
合
に
応
じ
て
他

の
大
陸
も
参
ノ
加
で
き
、
議
長
代
表
も
政
府
代
表
も
ど
ち
ら
も
議
決
権
を

有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
外
相
エ
ス
テ
ン
・
ウ
ン
デ

l
ン

志
器
=
c
E
E
)
の
意
向
が
反
換
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

規
則
の
当
事
者
は
加
盟
国
政
府
で
は
な
く
、
加
盟
国
議
会
と
な
っ
て
い

た
。
当
初
の
へ

l
ズ
ト
フ
ト
が
構
想
し
て
い
た
も
の
と
は
違
っ
て
い
た

が
、
彼
は
起
草
委
員
会
に
参
加
し
て
い
く
中
で
、
こ
の
規
則
案
を
支
持

八.
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し
て
い
っ
た
。

こ
の
「
北
欧
会
議
規
則
案
」
は
、
十
三
月
に
再
度
開
催
さ
れ
た
「
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
北
欧
議
員
間
連
合
」
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
北
欧
議
員
間
連
合
に
お
い
て
、
起
草
委
員
会
が
作
成

し
た
「
北
欧
会
議
規
則
」
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
将
来
的
な
加
盟
留
保

と
脱
退
手
続
に
関
す
る
条
項
が
追
加
さ
れ
、
全
部
で
十
五
条
か
ら
な
る

規
則
と
な
っ
た
っ
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
は
議
会
の
一
部
が
こ
の
規
則
案
に

山

mT

以
対
し
た
た
め
の
、
こ
の
規
制
を
支
持
し
な
か
っ
た
心
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政

府
が
こ
の
規
則
案
に
反
対
し
た
最
大
の
理
由
は
、
議
会
の
一
部
が
加
盟

関
の
首
相
や
外
相
な
ど
と
い
っ
た
政
府
代
表
が
、
議
決
権
を
持
っ
て
「
北

欧
会
議
」
に
参
加
す
る
こ
と
に
懸
念
を
示
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ノ
ル

ウ
ェ
ー
政
府
は
「
北
欧
会
議
規
制
別
」
に
関
し
て
符
皮
議
論
し
た
い
と
提

案
し
、
一
九
五
二
年
の
二
月
に
改
め
て
こ
の
規
則
案
に
つ
い
て
議
論
し

た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
政
府
代
表
に
「
北
欧
会
議
」
の
議
決
権
を
与
え
な

お
d

い
と
い
う
修
正
案
を
提
出
し
た
が
、
結
局
前
年
の
十
二
月
に
本
認
さ
れ

戸
剖

た
「
北
欧
会
議
規
則
」
が
再
度
了
本
さ
れ
た
。

「
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
北
欧
外
相
会
議
」
に
奈
る
ま
で
の
議
論
の
中
で

重
要
な
の
は
、
「
北
欧
会
議
規
則
」
が
起
草
さ
れ
て
い
く
過
殺
で
、
へ
ー

ズ
ド
フ
ト
の
提
案
と
は
反
対
に
、
政
府
代
表
が
「
北
欧
会
議
」
の
構
成

員
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
点
で
あ
る
。
吏
に
、
提
案
者
で
あ
っ
た

ヘ
!
ズ
ド
フ
ト
も
そ
れ
を
了
ぷ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
北
欧
会

議
規
則
」
は
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
阿
政
府
に
支
持
さ
れ
た
の

人

で
あ
っ
た
む
そ
の
一
方
で
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
政
府
代
表
が
「
北
欧
会
議
」

に
参
加
す
る
こ
と
を
懸
念
し
、
「
北
欧
会
議
規
則
」
に
は
難
色
を
一
一
小
し

た
。
ニ
の
段
階
で
、
「
北
欧
会
議
規
則
」
を
支
持
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
、
そ
れ
に
懐
疑
的
な
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
に
二
分
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と

の
閥
の
、
「
北
欧
会
議
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
巡
る
意
凡
調
整
は
、
羽
氏
月

開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
「
コ
ベ
ン
ハ

l
ゲ
ン
北
欧
外
相
会
議
」

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
二
、
「
北
欧
会
議
」
の
設
立
交
渉

!
一
九
五
二
年
三
月
「
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
北
欧
外
相
会
議
」

i

一
九
五
二
年
三
月
十
五
日
か
ら
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
、
「
コ
ペ
ン

ハ
l
ゲ
ン
北
欧
外
相
会
議
」
に
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
外
相
オ

l
レ
・
ピ
ヨ

ア
i
ン
・
ク
ラ
フ
ト

(
2
n
g
s
g
穴

S
芝
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
外
相
エ
ス

テ
ン
・
ウ
ン
デ

l
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
外
抑
制
ハ
ル
ヴ
ァ

1
ル

-
M
・
ラ
ン

ゲ
(
ヱ
E
-
g三
Y
品目

F
g
m
m
)
そ
し
て
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
か
ら
は
タ
グ
ル
ズ

ル
・
ノ

i
ル
ダ

i
ル
(
∞
百
z
a
E
Z
c
a
b
C
が
出
席
し
て
い
た
。

(
一
〉
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
工

l
の
対
立

「
北
欧
会
議
」
の
設
な
に
つ
い
て
の
交
渉
が
始
ま
る
と
、
デ
ン
マ
ー

ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
対
立
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ま
ず
デ
ン



マ
ー
ク
外
相
ク
ラ
フ
ト
が
、
先
月
の
「
北
欧
議
員
関
連
合
」
に
ノ
ル
ウ

ェ
ー
が
提
出
し
た
、
「
北
欧
会
議
規
尉
修
正
案
」
に
つ
い
て
議
論
し
た
。

こ
の
修
正
案
の
議
大
の
特
徴
は
、
す
で
に

r承
さ
れ
て
い
た
「
北
欧
会

議
規
別
」
と
迷
い
、
加
盟
国
の
首
相
と
外
相
と
い
っ
た
政
府
代
表
は
「
北

欧
会
議
」
の
議
決
権
を
持
た
な
い
と
規
定
し
て
い
九
c

し
か
し
彼
は
、

こ
の
修
正
案
は
事
実
上
加
盟
国
の
前
相
と
外
相
な
ど
の
政
府
代
表
を

「
北
欧
会
議
」
の
代
夫
と
し
て
認
め
て
い
な
い
と
解
釈
し
た
ヮ
円
彼
は
、

「
北
欧
会
議
」
が
実
効
力
の
あ
る
組
織
に
な
る
た
め
に
は
、
加
盟
関
の

首
相
と
外
相
と
い
っ
た
政
府
代
表
を
「
北
欧
会
議
」
の
代
表
と
し
て
派

日
部
、

遣
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
条
項

に
問
附
す
る
修
正
は
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
ま
た
、
ノ

ル
ウ
ェ
ー
が
修
正
案
を
提
出
し
た
の
は
間
際
機
構
に
自
閣
の
「
主
権
」

を
制
約
さ
れ
る
協
力
形
態
に
路
践
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
事
実
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
は

a

九
五
一
年
に
開
催
さ
れ
た
「
オ
ス
ロ
北
欧
外
相
会
議

(
C
三
T
2
3
5
Z
2
5んい
E
F
O
-
-
G
)
」
で
、
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
問

に
よ
る
何
ら
か
の
協
力
を
構
築
し
よ
う
と
提
案
し
、
そ
れ
は
、
北
欧
外

相
会
議
の
下
で
各
国
代
表
が
参
集
す
る
と
い
っ
た
、
極
め
て
緩
や
か
な

{
却

r

協
力
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
修
正
案
は
「
北
欧

会
議
」
の
実
効
性
を
損
な
う
も
の
と
考
え
た
た
め
、
も
し
ノ
ル
ウ
ェ
ー

と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
す
で
に
永
認
さ
れ
た
「
北
欧
会
議
規
則
」
に
反
対

(
加

す
る
な
ら
ば
、
こ
の
交
渉
か
ら
撤
退
す
る
と
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

デ
ン
マ
ー
ク
が
「
北
欧
会
議
」
の
実
効
性
を
求
め
て
い
た
の
は
、
当

「
北
欧
会
議
」
の
形
成
過
程
(
十
川
谷
)

時
の
デ
ン
マ
ー
ク
外
交
が
板
め
て
制
限
さ
れ
や
す
い
状
況
に
追
い
込
ま

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
第
二
次
枇
界
大
戦
後
、
強

い
経
済
的
な
結
び
つ
き
か
ら
イ
ギ
リ
ス
と
の
協
調
を
闘
っ
て
い
た
c

4

万
、
“
一
度
の
ス
レ
!
ス
ヴ
ィ
戦
争
や
第
一
一
次
依
界
大
戦
中
の
防
共
協
定

の
一
方
的
破
棄
と
い
う
こ
と
か

K
?
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
同
様
、
「
ド

{
担
-

イ
ツ
問
題
」
の
解
決
に
も
関
心
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
コ
デ
ン
マ
ー

ク
と
し
て
は
、
「
欧
州
議
議
会
」
の
場
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が

協
調
し
、
間
欧
諸
国
が
結
束
す
れ
ば
自
国
の
外
交
的
立
場
が
確
庄
で
き

る
と
考
え
て
い
た
つ
し
か
し
、
「
北
欧
会
議
」
構
想
が
議
論
さ
れ
て
い

る
と
き
、
す
で
に
西
欧
諸
国
は
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る

E
C
S
C参

加
問
と
そ
れ
以
外
の
民
家
と
い
う
よ
う
に
二
分
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
デ
ン
マ
ー
ク
は
後
者
の
ひ
一
場
で
あ
り
、
西
欧
諸
国
内
で
の
外
交

的
UA
場
の
総
立
が
非
常
に
危
う
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

デ
ン
マ
ー
ク
と
し
て
は
、
「
北
欧
会
議
」
を
利
用
し
て
、
聞
欧
諸
国
内

で
の
外
交
的
立
場
の
確
な
を
目
指
し
、
「
北
欧
会
議
」
に
実
効
性
を
持

た
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

デ
ン
マ
ー
ク
の
強
い
窓
見
を
受
け
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
外
相
ラ
ン
ゲ
は

自
聞
の
立
場
を
主
張
し
た
。
彼
は
、
す
で
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
「
北
欧

会
議
」
に
加
盟
悶
の
首
相
と
外
相
と
い
っ
た
政
府
代
表
が
「
北
欧
会
議
」

の
議
決
権
を
持
た
な
い
こ
と
で
は
政
府
と
議
会
が
一
致
し
、
仮
に
「
北

欧
会
議
」
に
加
盟
閣
の
首
相
や
外
相
な
ど
の
政
府
代
表
が
参
加
し
た
場

合
、
加
盟
国
政
府
を
多
分
に
拘
束
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念

八



筑
波
法
政
第
三
十
五
号
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二

0
0

〔

明

山

〉

を
表
明
し
た
。
彼
は
吏
に
、
加
盟
国
首
相
や
外
相
が
議
決
権
を
持
た
な

い
で
参
加
す
る
シ
ス
テ
ム
な
ら
ば
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
賛
成
で
き
る
と
し
、

そ
も
そ
も
加
盟
国
首
相
や
外
相
な
ど
と
い
っ
た
政
府
代
表
が
「
北
欧
会

一
担
」

議
」
に
参
加
す
る
こ
と
自
体
恨
拠
の
な
い
こ
と
だ
、
と
し
て
へ

l
ズ
ド

フ
ト
が
当
初
提
案
し
た
政
府
関
係
者
が
参
加
し
な
い
形
の
「
北
欧
会
議
」

構
想
を
持
ち
出
し
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
可
能
な
限
り
の
譲
歩
を
行
っ
た

こ
と
を
誇
示
し
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
と
し
て
は
、
基
本
的
に
は
「
北

欧
会
議
」
に
は
賛
成
し
て
い
た
も
の
の
、
品
部
の
議
員
生
す
が
、
首
相
や

外
相
と
い
っ
た
政
府
代
表
が
「
北
欧
会
議
」
に
加
わ
れ
ば
、
自
国
が
そ

れ
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
「
北
欧
会
議
」
に
議
決
権
を
持
た
な
い

形
で
加
盟
国
の
首
相
と
外
相
が
参
加
す
る
こ
と
で
、
「
北
欧
会
議
」
に

対
す
る
懐
疑
派
と
政
府
と
の
関
で
妥
協
が
凶
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、

デ
ン
マ
ー
ク
の
主
張
す
る
よ
う
な
事
柄
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
国
内

の
妥
協
を
崩
す
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
に
、
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。

デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
、
主
張
が
正
面
か
ら
対
立
す
る
中
で
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
外
相
ウ
ン
デ

l
ン
は
両
者
の
主
張
に
傾
聴
し
て
い
た
。

彼
は
、
両
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
か
の
様
に
、
当
初
は
デ
ン
マ
ー
ク
の

主
張
す
る
よ
う
な
、
加
盟
国
の
首
相
と
外
相
と
い
っ
た
政
府
代
表
が
議

決
権
を
持
っ
て
「
北
欧
会
議
」
に
参
加
す
る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
た
と

部
)

発
一
一
一
目
し
た
。
し
か
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
意
見
を
聞
く
う
ち
に
、
ラ
ン
ゲ

J¥ 
m 

の
意
見
も
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
、
最
終
的
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー

お

の
態
度
を
支
持
す
る
と
表
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
妥
協
的
な
立
場
を
取
り
つ
つ
も
、
「
北
欧
会
議
」

の
形
成
に
極
め
て
前
向
き
だ
っ
た
背
景
に
は
、
自
国
の
中
立
政
策
の
保

障
を
「
北
欧
会
議
」
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
来

な
ら
ば
「
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
防
衛
同
盟
」
構
想
に
よ
っ
て
そ
れ
は

解
決
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
鳥
取
終
的
に
そ
の
構
想
が
破
綻
し
て
し

ま
っ
た
た
め
に
、
中
立
政
策
の
保
障
を
そ
れ
に
求
め
る
こ
と
が
不
可
能

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
そ
れ
を
今
度
は
「
北
欧
会
議
」
に
求

め
る
こ
と
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
「
北
欧
会
議
」
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ

ィ
ア
諸
問
の
み
の
協
力
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諮
問
や
ア
メ
リ
カ
、
ソ

連
と
い
っ
た
超
大
国
か
ら
一
線
を
画
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
冷
戦
構
造
の
中
で
中
立
政
策
と
い
っ
た
自
国
の
外

交
的
立
場
を
明
維
に
す
る
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
問
や
ア
メ
リ
カ
、
ソ

連
と
一
線
を
函
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
「
北
欧
会
議
」

構
想
に
柔
軟
に
対
応
し
、
実
現
に
向
け
て
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
意
見
識
整
を
行
お
う
と
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ま
で
も
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
修
正
案
に
理
解
を
示
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
修
正
案
に
対
す
る
反
対
の
立
場
を
変

え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ク
ラ
フ
ト
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
修
正
案
を
受

け
取
っ
た
と
き
、
こ
れ
で
は
「
北
欧
会
議
」
の
実
効
力
が
弱
ま
る
と
い

己
中

っ
た
失
繋
感
が
強
い
と
い
う
デ
ン
マ
ー
ク
閣
内
の
反
応
を
述
べ
た
。
ま



た
彼
は
、
問
題
の
核
心
は
加
盟
閣
の
首
相
や
外
相
が
議
決
権
を
持
っ
か

ど
う
か
で
あ
る
と
し
、
彼
は
改
め
て
加
盟
関
の
政
府
代
表
を
、
議
決
権

を
有
し
た
形
で
「
北
欧
会
議
」
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
に
要
求
し
た
の
で

{
抽
日

あ
っ
た
。

こ
こ
に
き
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
自
国
の
複
雑
な
立
場
を
露
呈
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
ラ
ン
ゲ
と
し
て
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
意
見
は
理
解
で
き
る
も

の
で
あ
り
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
内
に
も
デ
ン
マ
ー
ク
が
主
張
す
る
よ
う
な
、

加
盟
国
の
政
府
代
表
が
議
決
権
を
持
つ
形
で
「
北
欧
会
議
」
に
参
加
し

て
も
よ
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
述
べ
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
と
し
て

は
「
北
欧
会
議
」
構
想
に
は
前
向
き
で
あ
り
、
政
府
関
係
者
が
参
加
す

る
形
で
の
協
力
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
第
二

次
大
戦
後
、
経
済
協
力
構
想
や
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
問
に
よ
る
協

力
を
提
案
す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
協
力
に
参
加
す
る
こ
と
に
は
前
向
き

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
協
力
の
中
で
、
自
国
の
外
交
的
立

場
の
確
立
を
模
索
し
て
い
た
。
し
か
し
、
議
会
の
一
部
が
、
何
ら
か
の

協
力
に
参
加
し
た
場
合
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
主
権
が
制
限
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
懸
念
を
抱
く
も
の
が
多
数
存
在
し
て
い
た
。
政
府
と
し

て
は
「
北
欧
会
議
」
の
実
現
を
白
指
す
に
は
、
彼
ら
と
妥
協
を
図
り
、

政
府
関
係
者
が
参
加
し
な
い
形
の
「
北
欧
会
議
」
構
想
を
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
基
本
姿
勢
と
す
る
他
に
選
択
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

「
北
欧
会
議
」
の
設
立
交
渉
は
、
当
初
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
対
立
か
ら
幕
を
開
け
る
こ
と
と
な
り
、
「
北
欧
会
議
」
に
加
盟
国
の

「
北
欧
会
議
」
の
形
成
過
程
(
古
谷
)

政
府
代
表
を
、
議
決
権
を
持
た
せ
て
参
加
さ
せ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う

と
こ
ろ
に
対
立
の
婆
因
が
存
在
し
て
い
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
「
北
欧
会

議
」
の
実
効
性
が
弱
ま
る
と
し
て
、
頑
な
に
議
決
権
を
有
し
た
形
で
加

盟
国
の
政
府
代
表
を
「
北
欧
会
議
」
に
派
遣
し
た
い
、
と
考
え
て
い
た

の
に
対
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
議
決
権
を
有
し
た
形
で
加
盟
国
の
政
府
代

表
を
「
北
欧
会
議
」
に
派
遣
し
た
場
合
、
「
北
欧
会
議
」
に
自
闘
が
拘

束
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
危
機
感
を
抱
く
懐
疑
派
が
存
在
す

る
と
い
っ
た
複
雑
な
立
場
か
ら
、
議
決
権
を
持
た
せ
ず
に
、
政
府
代
表

を
「
北
欧
会
議
」
に
派
遣
す
る
と
い
う
主
張
を
容
易
に
変
え
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

(
二
)
ウ
ン
デ
!
ン
外
相
に
よ
る
妥
協
案
の
提
示

デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
意
見
が
対
立
し
、
交
渉
が
暗
礁
に
乗

り
上
げ
か
け
た
と
き
、
ウ
ン
デ
l
ン
は
、
問
題
の
核
心
は
加
盟
国
首
相

と
外
相
が
「
北
欧
会
議
」
の
代
表
に
な
り
、
そ
の
上
彼
ら
が
議
決
権
を

有
し
て
「
北
欧
会
議
」
の
交
渉
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
勺
次
の

よ
う
な
妥
協
案
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
加
盟
国
政
府
は
(
「
北
欧
会
議
」
に
)
代
表
を
派
遣
し
、
代
表

は
い
か
な
る
場
合
も
加
盟
国
各
国
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。

加
盟
国
政
府
の
代
表
は
(
「
北
欧
会
議
」
の
)
交
渉
に
参
加
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
加
盟
国
政
府
の
代
表
は
(
「
北
欧
会
議
」

一
八
五
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の
)
議
決
に
は
参
加
で
き
な

こ
の
妥
協
案
の
提
示
を
受
け
て
ラ
ン
ゲ
は
、
加
盟
国
の
い
日
制
と
外
相

な
ど
の
政
府
代
表
が
「
北
欧
会
議
」
に
議
決
権
を
有
し
な
い
形
で
参
加

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
閣
内
で
も
受
け
入
れ
ら

れ
る
と
し
て
、
こ
の
妥
協
案
を
支
持
し
た
。
し
か
し
ラ
ン
ゲ
は
、
こ
れ

以
上
「
北
欧
会
議
」
を
拘
束
力
が
発
生
す
る
よ
う
な
機
構
に
な
る
の
は

ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
と
っ
て
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
妥

協
案
の
範
鴎
を
超
え
た
い
か
な
る
提
案
を
受
け
付
け
な
い
と
も
述
べ
た
ο

ク
ラ
フ
ト
も
、
た
と
え
加
盟
問
の
首
相
や
外
相
と
い
っ
た
政
府
代
表

が
、
議
決
権
を
持
っ
て
北
欧
会
議
の
交
渉
に
参
加
で
き
な
く
と
も
、
北

欧
会
議
そ
の
も
の
に
参
加
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
北
欧
会
議
の
実
効
性

Mm 

は
保
た
れ
る
と
し
て
、
こ
の
安
協
案
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
た

だ
し
、
彼
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
最
後
ま
で
加
問
閣
の
首
相
や
外
相
に
議
決

権
を
持
つ
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
遺
憾
の
意
を
表
し

て
い
た
c

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ン
デ

i
ン
が
提
示
し
た
妥
協
案
が
デ
ン
マ
ー
ク
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
双
方
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
イ

ア
諸
国
は
「
北
欧
会
議
」
の
形
成
に
向
け
て
よ
う
や
く
け
応
援
み
が
揃
う

こ
と
と
な
っ
た
c

ウ
ン
デ

1
ン
が
提
示
し
た
妥
協
案
は
最
終
的
に
決
定

さ
れ
た
「
北
欧
会
議
規
則
」
に
そ
の
ま
ま
駿
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ

訓
引
~

た
む
な
お
、
最
終
的
な
「
北
欧
会
議
規
則
」
に
は
、
「
北
欧
会
議
規
則

J
t

、一、
一
，
ノ
J

ノ

案
」
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
脱
退
条
項
が
削
除
さ
れ
、
代
わ
り
に
各
加

盟
国
議
会
の
承
認
で
規
則
が
発
効
す
る
と
い
っ
た
、
規
則
の
発
効
手
続

き
が
盛
り
込
ま
れ
た
c

(
一
一
一
)
「
北
欧
会
議
」
の
設
立
へ

最
後
に
、
「
北
欧
会
議
規
則
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
、
各
国
間
で

協
議
し
た

Q

デ
ン
マ
ー
ク
は
「
北
欧
会
議
規
則
」
に
法
的
拘
束
力
を
持

た
す
た
め
に
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
イ
ア
諸
国
の
間
で
の
多
国
間
条
約
に
し

よ
う
と
提
案
し
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
こ
の
窓
見
に
反

対
し
た
d

そ
の
た
め
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
何
ら
か
の
法
的
ま
た
は
議
会
承

認
に
基
づ
い
た
方
法
で
、
加
盟
国
各
国
が
こ
の
規
則
を
ゑ
認
し
、
加
盟

悶
す
べ
て
が
こ
の
規
則
を
承
認
し
た
と
き
に
効
力
が
発
生
す
る
よ
う
に

し
た
ら
ど
う
か
、
と
何
度
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
に
関
し
て
は
、
ス
ウ

田
山

ェ
!
デ
ン
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
も
納
得
し
た
。
そ
し
て
「
北
欧
会
議
規
則
」

は
一
九
五
二
年
三
月
十
六
日
に
正
式
に
永
認
さ
れ
、
各
国
の
議
会
に
付

託
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

外
相
会
議
終
了
後
、
参
加
悶
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
を
発
表
し
、
こ
の
交
渉

で
最
終
的
に
了
示
さ
れ
た
「
北
欧
会
議
規
則
則
」
は
加
盟
国
各
国
の
議
会

で
添
認
さ
れ
る
こ
と
と
北
欧
会
議
の
決
議
を
「
勧
告
」
に
す
る
こ
と
、

そ
れ
に
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
十
六
名
の
代

表
が
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
五
名
の
代
表
が
「
北
欧
会
議
」
に
派
遣
さ
れ

る
こ
と
、
そ
れ
に
政
府
代
表
は
交
渉
に
参
加
で
き
る
も
の
の
議
決
権
は



持
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
可
こ
の
後
、
一
九
五
二

年
の
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
各
国
の
議
会
で
「
北
欧
会
議
規
則
」
の

内
田
}

承
認
が
行
わ
れ
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
そ
し
て
ア
イ
ス

(
田
}

ラ
ン
ド
で
は
、
「
北
欧
会
議
規
則
」
は
無
事
に
議
会
を
通
過
し
た
。
特

に
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
「
北
欧
会
議
」
に
関
す
る
国
内
法
を
間
号
、
「
北

欧
会
議
」
を
実
効
性
の
あ
る
機
構
に
し
よ
う
と
努
め
た
。
他
方
ノ
ル
ウ

ェ
ー
で
は
こ
の
決
議
を
め
ぐ
っ
て
議
会
が
紛
糾
し
た
。
棄
権
を
除
い
て
、

労
働
党
は
ほ
ぼ
会
員
が
賛
成
に
回
り
、
農
民
党
と
キ
リ
ス
ト
教
人
民
党

は
反
対
に
回
っ
た
の
に
対
し
、
右
翼
党
と
左
翼
党
は
党
内
が
賛
成
派
と

反
対
派
に
二
分
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
「
北
欧
会
議
規
則
」
は
ノ
ル
ウ

日
}

ェ
l
議
会
で
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、
お
わ
り
に

「
北
欧
会
議
」
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
、
「
コ
ペ
ハ

1
ゲ
ン
外
相
会

議
」
で
の
交
渉
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
次
に
挙
げ
る
事
項
が
「
北
欧

会
議
」
の
形
成
に
お
い
て
重
要
な
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
「
北
欧
会
議
」
規
則
が
二
度
改
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
五
一
年
の
「
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
北
欧
議
員
関
連
合
」
に
お
い
て
改

定
さ
れ
た
規
則
に
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
将
来
的
な
加
盟
留
保
の
条
項

と
脱
退
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
、
「
コ
ベ
ン
ハ

1
ゲ
ン
外
相
会
議
」
に
お

い
て
改
定
さ
れ
た
規
則
に
は
、
脱
退
条
項
の
代
わ
り
に
規
則
の
承
認
手

「
北
欧
会
議
」
の
形
成
過
程
(
古
谷
)

続
き
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
規
則
の
当

事
者
が
加
盟
国
政
府
で
は
な
く
、
加
盟
国
議
会
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
加
盟
国
議
会
を
当
事
者
と
す
る
こ
と
で
、
「
北
欧
会
議
」

を
緩
や
か
な
協
議
体
に
留
め
、
拘
束
力
の
発
生
を
防
ご
う
と
し
た
の
で

あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
一
方
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
「
北
欧
会
議
」
に
関
す
る

国
内
法
を
制
定
し
、
「
北
欧
会
議
」
を
実
効
性
の
あ
る
組
織
に
し
よ
う

と
努
め
た
。

第
二
に
、
「
北
欧
会
議
」
設
立
交
渉
で
の
対
立
、
特
に
デ
ン
マ
ー
ク

と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
対
立
の
要
因
は
、
加
盟
国
の
首
相
や
外
相
と
い
っ
た

政
府
代
表
に
議
決
権
を
持
た
せ
る
形
で
「
北
欧
会
議
」
に
参
加
さ
せ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
「
北
欧
会
議
」
に
実
効
力
を
持
た
せ

た
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
議
決
権
を
有
す
る
形
で
の
政
府
代
表
の
参
加

を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
囲
内
の
懐
疑
派
に
配
慮
し

て
、
議
決
権
を
持
た
な
い
形
で
の
政
府
代
表
の
参
加
を
望
ん
で
い
た
。

こ
の
両
者
の
意
見
の
相
違
を
纏
め
た
の
は
ウ
ン
デ
1
ン
の
妥
協
案
で
あ

っ
た
。
こ
の
妥
協
案
の
提
示
に
よ
り
、
最
終
的
に
「
北
欧
会
議
」
の
設

立
が
決
め
ら
れ
、
同
時
に
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
イ
ア
諸
国
に
よ
る
緩
や
か

な
協
議
体
と
い
う
性
格
を
、
「
北
欧
会
議
」
に
付
与
し
た
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
最
終
的
に
各
国
が
「
北
欧
会
議
」
の
形
成
と
い
う
こ
と
に

収
赦
し
た
の
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
の
影
響
を
強
く
受
け
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
イ
ア
諸
国
は
、
第
二
次
大
戦
後
そ
れ

ぞ
れ
自
国
の
外
交
的
立
場
の
確
立
を
図
る
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
問

一
八
七
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と
の
協
力
に
参
加
し
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
「
欧
州
統

合
」
を
巡
る
主
導
権
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
外
交
的
立
場
の
確
立
を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
協
力
か
ら
見
出
す
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
追
い
込
ま

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
北
欧
会
議
」
構
想
が
、
懐
疑
的
な
見

方
を
す
る
人
々
が
い
る
中
で
も
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
受
け
入
れ
ら
れ
、

最
終
的
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
意
見
調
整

を
行
う
形
で
「
北
欧
会
議
」
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
北
欧
会

議
」
の
形
成
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
と
い
う
外
的
要
因
が
強
く

作
用
し
、
結
果
的
に
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
「
北
欧
会
議
」
の

形
成
を
選
択
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
北
欧
会
議
」
は
最
終
的
に
「
コ
ペ
ン
ハ

l
ゲ
ン
外
相

会
議
」
に
出
席
し
た
諸
国
の
外
相
、
特
に
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
外
相
関
に
よ
る
妥
協
に
よ
っ
て
、
ス
カ
ン
デ
イ
ナ

ヴ
イ
ア
諸
闘
に
よ
る
緩
や
か
な
協
議
体
と
い
う
位
置
づ
け
に
定
着
し
た
。

ま
た
「
北
欧
会
議
」
の
設
立
は
、
単
に
ス
カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
が

協
力
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
各
国
の
外
交
的
立
場
を
明
確
に
す
る
と

い
う
意
味
も
兼
ね
備
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ

ヴ
イ
ア
諸
国
の
協
力
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
が
当
時
推
進
し
よ
う

と
し
て
い
た
協
力
、
す
な
わ
ち
超
国
家
主
義
的
な
統
合
を
目
指
し
た
協

力
と
は
違
っ
た
性
質
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
七

0

年
代
の
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
「
欧
州
経
済

共
同
体

(Es-vog
開
8
5
E
n
n
o
S
S
E
-
Q
)」
ま
た
は
「
欧
州
共
同

J¥ 
J¥ 

{田
t

体
(
開
E
B同

M
m
g
P
E
g
s
S
)」
加
盟
問
題
が
持
ち
上
が
る
ま
で
両
者

は
異
な
る
道
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
。

t-(
]
)
こ
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
迄
己
主
主
〉
宮
戸
・

3
L
S言
語
町
民
喜
久
手
平

主
混
同
記
、
。
ミ
同
友
?
と

-
E
a
s
e
問
。
墨
色
刷
0
・
3
笠
を
参
照
。

(
2
}

原
加
盟
関
は
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
の
四
カ
国
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
加
践
し
、
そ
の
後
フ

エ
ロ

i
諸
島
、
オ

1
ラ
ン
ド
諸
島
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
自
治
領
も
代

表
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
の
「
北
欧
会
議
」
は
「
ヘ
ル
シ
ン
キ
条

約
」
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
近
年
は
、
「
環
バ
ル
ト
海
協
力
」
、
「
環
パ
レ
ン
ツ

海
協
力
」
、
「
北
緩
協
力
」
に
代
表
さ
れ
る
内
海
協
力
の
ほ
う
に
主
な
活
動
が
向

け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
鳥
美
穂
「
冷
戦
後
の
北
欧
諸
閣
と
環
バ
ル
ト
海

協
力

l
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
政
治
の
地
域
化
と
下
位
地
域
|
」
「
国
際
政
治
』
第

一一

O
号
、
一
九
九
五
年
、
三
九
頁

1
五
四
頁
、
百
瀬
宏
、
志
摩
関
子
、
大
島

美
穂
編
「
環
バ
ル
ト
海
|
地
域
協
力
の
ゆ
く
え
」
岩
波
書
応
、
一
九
九
五
年
、

百
瀬
宏
、
熊
野
聴
、
村
井
誠
人
編
『
北
欧
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、

閲
十
一
一
良

i
四
十
四
頁
を
参
照
。

(
3
)

本
稿
で
使
用
し
て
い
る
一
次
資
料
は
以
下
の
文
章
フ
ァ
イ
ル
に
収
め
ら
れ
て

い
た
も
の
で
あ
る
o
b
E
2
2昔
舟
忍
弘
、
~
ま
え
な
持
ミ
2
3向
き
向
き
需
還
を
Eh--

F
R
S
F
S
遺
言

5

3凶
M
(
デ
ン
マ
ー
ク
国
立
公
文
書
館
一
役
管
室
主
主
)
、
さ
さ
き
-

E
5
2
P
是認九九

E
E汗
ご
亘
書
ぬ
込
書
(
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
立
公
文
書
館
・
同
字

星
込
町
て
)
、
害
ミ
一
三
、
宣
言
警
二
宮
内
容
。
~
F
M円
高
江
崎
F

切
除
記
事
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筑
波
法
政
第
三
十
五
号
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カ
ン
デ
イ
ナ
ヴ
イ
ア
中
立
問
盟
」
構
想
に
つ
い
て
は
、
〉
民
同
庁
器
情
。
。
E
5
4
r
o

g
z
z話
。
『
神
宮
町
切
の
g
品
凶
器
〈
窓
口

u
a
g詰

C
2
5
5・
3k特由!同志喧
3.
同町内室内拘
SR=吾、司

L

『
皇
室
憎
む
~
久
見
な
さ

qw
〈♀・

5
・
z。
ァ
】
喝
さ
を
参
照
。

(
叩
山
)
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
一
九
四
八
年
、
ソ
速
と
フ
イ
ン
・
ソ
友
好
協
力
樹
立
援
助

条
約
を
締
結
し
て
い
た
。

(
げ
)
出
E
E二旬。吋且
2
3。
己
訪
日
昌
司
船
ι・

(
叩
同
)
要
望
ιF
司監円
N
-
M
J
M

町
内
ミ
ミ
民
庁
内
リ
言
、
同
町
止
号
制
民
向
守
宅
情
E
H骨
量
言
~
r
b
ミ
ヨ
ミ
E-

向。司
O
S
E
a
s
-
玄
S
E明
E
P
3
3
4
1
8

(
凶
)
明
。
吾
宣
告
宮
加

c
s
e
a
-
a
E
O語
。
司
君
再
o-ES
民
民
ロ
。
a
u
r
唱邑由同盟溺
SEM--mr

弘
子
。
SF弘
俗
関
与
。
回
目
品
・
ぉ
。
〈
ぬ
富
町
耳
石
油
ア
唱
凶

(
初
)
問
FE--
忍
ω
ヲ
ゼ
参
照
。

(
幻
)
ロ
a
s
o
a
z
w作
品
品
。
p
r
2
-
a
忌
圭
ロ
己
EE居
間
民
国

U
S
5
S
H
F
-己
主
号
-
z
c
G
2
9

。相同〈肉片仲間
2
5包
02ロ
moF
同古島
F
4
0
2
2
ι
S
Z
2念
美
o
z
g門司
nHgdozgmwo
忍也

RWMMM・
品
目
。
ヨ
F
q
-
3
ア
沼
uui4・

(MMM)

〉ロ
ι。君。
P

ま

CMYE同343A凶ハ戸唱一
N品・

(
お
)
的
F
唱
円
司
君
・
ご
∞
司
三
唱
凶
M一一)。百

dE島問。
r宮
崎
宏
崎
。
四
国
M2&ωr3RH4
〉
2n庁内
S
F

EC唱・
2同
.
J

】喧
AMM・
-u叫

hH

(
鈍
)
〉
吏
凶
0
2
2
r
・6MY丘四
J

}
唱
Bue
唱一
NKF

(
お
)
〉
E-2FS言明。『『『
S
C
E
r
g
u
s
m問。コ出町一
E
-
穴
8
2
E
E
D
且
E
3
2
F
-
a

吉
耳
切
】
喧
凶
N

(
叫
山
)
回
目
・
司
弓
・
号
-
ニ
戸
コ
ヨ
M
V
Oヨ
dROι
胃

-n古川町
2
2
5
E
z
r
弘
品
参
照
。

(
幻
)
開
際
片
m己量岬
qE『E凶民急叫間再
;m弘司詰互叫

《晶舎凶rR。g叫当叫泊】一
5u.
。恒}示晶.冨
ω=加】戸戸苓占申ヨvx拐山u

叩

Mド.同主》己-.

(
叩
帥

)
F
E
-
-
1・

(mM)
〉
E
g
r沼田国間喧

E
p
g
g
r
o
s
z
-
E
S
S
H
M
O
ω
古
島
何
回
唱
1
3
自

E
3
2
・司

一九
O

--
a)
県
寄
与
え

E
2
2
2
2
5
号
r
t凶
雪
江
開
5
5
0
5
を
Z
E
E言語

己

0
2
5・
0明

-E
昌

mwE3MMLu--

(
刑
判
)
百
瀬
他
線
、
前
掲
勢
、
一
九
九
八
年
、
一
一
一
一
一
五
頁

i
二
問

04及
、
一
二
間
間
前
月

を
参
照
。

(mM)

こ
の
問
題
は
軍
事
的
側
一
陶
と
経
済
的
側
衡
の
両
方
か
ら
成
り
立
つ
問
題
で
あ

っ
た
。
態
事
的
側
面
で
は
、
将
来
ド
イ
ツ
が
主
権
問
家
と
し
て
復
活
し
、
符
骨
平

備
を
行
っ
た
と
き
の
フ
ラ
ン
ス
の
安
全
を
ど
の
よ
う
の
保
障
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
と
、
経
済
的
側
循
で
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
的
優
越
性
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ

が
義
復
な
お
炭
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
ル

l
ル
や
ザ

l
ル
を
所
有
し
て
い
る
こ
と

か
ら
発
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
鉄
鋼
生
産
力
の
優
越
伎
を
ど
の
よ
う
に
解

決
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
祭
事
的
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
主
導
す

る
趨
問
中
象
的
な
「
欧
州
箪
」
に
ド
イ
ツ
軍
を
参
加
さ
せ
る
と
い
う
プ
レ
ヴ
7
ン
・

プ
ラ
ン

(
2
2吉
田
uug)
に
基
づ
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
防
衛
共
肉
体

(
E
E宮
g

o
o
P
E
o
n。
E
g
g
s
-
開
む
の
)
を
形
成
し
、
廷
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
共
同
体

(
E
E唱
。
富
山
ダ
出
巴
邑

2
E自
S
-
q一岡山司
η)
を
形
成
し
て
「
ド
イ
ツ
問
題
」
の

箪
事
的
側
面
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
構
怨
が
非
現
実

的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
、
最
終
的
に
ド
イ
ツ
の
Z
〉
叶
。
加
盟
と
プ

リ
ユ
ツ
セ
ル
条
約
の
筒
欧
阿
盟
へ
の
改
組
で
決
着
し
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。
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世
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l
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2
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5
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